
 ① 北区立小・中学校に通う、第２子・第３子以降のお子さんが対象です。
中学校卒業 中学校・小学校 就学前〜０歳

 ② 第２子のお子さんが北区立以外の私立学校等に通っているが、第３子のお子さんが北区立の学校に
  通っている場合は、第３子のお子さんのみ対象となります。

中学校卒業 中学校・小学校 就学前〜０歳

 ③ 住⺠票で同⼀世帯にいないご兄弟・姉妹は、対象⼈数として数えることはできませんが、１番⽬の
     お子さんが同⼀世帯にいない場合は、制度上、同⼀世帯内のお子さんのうち、２番⽬のお子さんを第１子、
 ３番⽬のお子さんを第２子と数えるため、３番⽬のお子さんのみ対象となります。

中学校卒業 中学校・小学校 就学前〜０歳

 ① 第２子以降のお子さんが北区立の学校に通っていない場合は、補助対象となりません。
中学校卒業 中学校・小学校 就学前〜０歳

 ② お子さんが就学援助を受けている場合や就学前のお子さんは、補助対象となりません。
中学校卒業 中学校・小学校 就学前〜０歳

 ③ 北区外の住所地から北区立の学校に通っている場合は、補助対象となりません。
中学校卒業 中学校・小学校 就学前〜０歳
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